
男性相談の拡充【世田谷区】

地域の実情と課題

連携団体

今後の課題事業の効果

目的・目標

事業の特徴

個別事業費 1,133 千円

交付金額 566 千円

事業番号 ②

今後、相談件数が増加する場合は、相談員
の増員や相談手法の検討など、相談体制の
充実が必要である。

令和7年度の相談件数は172件（令和6年度は104
件）となり、目標値としていた、200件に達すること
はできなかったものの、令和6年度を上回る相談
件数となった。

こうしたことから、増加する相談ニーズへの対応
に一躍を担うことができた。

まだまだ問題が潜在化している男性の悩み孤
独に対するアプローチを進めていく。男性相談
件数は増加しており、相談ニーズに対応するた
めの相談体制を拡充する必要がある。

相談体制を拡充し、令和7年度末までに
200件の相談ニーズを引き出す。

具体的な支援を希望する場合は、居住地域に応じた各総合支所子ども家
庭支援課へ、その他必要に応じ、各総合支所健康づくり課、東京ウィメンズ
プラザ等へのつなぎを行った。

また、ステップハウスや居場所の利用など、世田谷区が有する地域資源を
活用し、連携しながら支援を行う。

左記のとおり



事業の概要

世田谷区立男女共同参画センター
らぷらす

相談者

相談者が相談
しやすい方法で
らぷらすへ相談

各総合支所
子ども家庭支援課

各総合支所
健康づくり課

東京都
ウィメンズプラザ

地域の
支援団体

【交付金対象箇所】
相談日を月4回（令和6
年度）から月8回（令和
7年度）に拡充。

相談者の希望や
状況に応じ関係
機関と連携する
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